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○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準	別紙「入札公告」のとおり

　・落札理由	技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
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